
四日市市告示第４３１号 

 

令和８年度国民健康保険料率を次のとおり決定したので、四日市市国民健康保険条例（昭 

 

和３６年四日市市条例第１５号）第１３条第３項、第１３条の６の５第３項、第１３条 

 

の１１第３項及び第１３条の１６第３項の規定に基づき告示する。 

 

令和８年６月１１日 

 

四日市市長  森  智 広 

 

１. 所得割 

基礎賦課額の所得割             市県民税基礎控除後の総所得金額等に対し 

１０００分の８１ 

後期高齢者支援金等賦課額の所得割      市県民税基礎控除後の総所得金額等に対し 

１０００分の３４ 

介護納付金賦課額の所得割          市県民税基礎控除後の総所得金額等に対し 

１０００分の２９ 

 子ども・子育て支援金等賦課額の所得割    市県民税基礎控除後の総所得金額等に対し 

                       １０００分の２．５ 

 

２. 被保険者均等割 

 基礎賦課額の被保険者均等割           被保険者１人に対し ３１，７００円 

後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割    被保険者１人に対し １３，１００円 

 介護納付金賦課額の被保険者均等割        被保険者１人に対し １３，１００円 

子ども・子育て支援金等賦課額の被保険者均等割  被保険者１人に対し、 １，１８３円 

 

３. 世帯別平等割 

 基礎賦課額の世帯別平等割            １世帯に対し    ２２，５００円 

 後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割     １世帯に対し     ９，２００円 

 介護納付金賦課額の世帯別平等割         １世帯に対し     ６，８００円 

 子ども・子育て支援金等賦課額の世帯別平等割   １世帯に対し       ７２２円 

 

（健康福祉部保険年金課） 


